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附
属
書
五
（
第
六
章
関
係
）

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
資
格
の
承
認

第
一
条

適
用
範
囲

こ
の
附
属
書
の
規
定
は
、
一
方
の
締
約
国
に
よ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
自
然
人
に
よ
り
他
方
の
締
約
国

に
お
い
て
得
ら
れ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
資
格
を
承
認
す
る
こ
と
に
関
連
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
二
条

承
認
の
手
続

一
方
の
締
約
国
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
す
る
許
可
又
は
資
格
証
明
を
与
え
る
た
め
の
要
件
を
課
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一

方
の
締
約
国
は
、
次
の
条
件
を
満
た
す
手
続
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
。

他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
得
ら
れ
た
教
育
若
し
く
は
経
験
又
は
満
た
さ
れ
た
要
件
を
承
認
す
る
よ
う
求
め
る
い
ず
れ
か

(a)
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
要
請
に
対
し
、
当
該
一
方
の
締
約
国
が
妥
当
な
考
慮
を
払
う
こ
と
。

当
該
一
方
の
締
約
国
が
申
請
に
不
備
が
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
承
認
を
要
請
し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、

(b)
当
該
一
方
の
締
約
国
が
そ
の
不
備
を
通
知
す
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
一
方
の
締
約
国
に
よ
り
申
請
が
不
適
格
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
承
認
を
得
る
た
め
の
方
法
を
少
な
く
と
も
一
つ
提
供
す
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る
よ
う
、
当
該
一
方
の
締
約
国
は
努
め
る
。

注
釈

承
認
を
得
る
た
め
の
方
法
に
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
資
格
若
し
く
は
免
許
を
有
す
る
自
由
職
業
家

の
監
督
の
下
で
追
加
的
な
経
験
を
得
る
こ
と
、
特
定
の
分
野
に
お
い
て
追
加
的
な
学
術
上
の
研
修
若
し
く
は
試
験

を
受
け
る
こ
と
又
は
語
学
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
限
ら
な
い
。

第
三
条

情
報
の
提
供

１

一
方
の
締
約
国
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
情
報
（
関
係
す
る
法
的
根
拠
へ
の
言
及
を
含
む
。
）
を
他
方
の
締
約
国
の
サ
ー

ビ
ス
提
供
者
の
要
請
に
応
じ
て
提
供
す
る
照
会
所
を
指
定
す
る
。

少
な
く
と
も
規
制
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
、
免
許
の
取
得
、
更
新
若
し
く
は
保
持
の
た
め
の
要
件
及
び
手
続
又
は

(a)
資
格
要
件

前
条
の
規
定
に
従
っ
て
承
認
を
要
請
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
利
用
可
能
な
も
の

(b)
２

一
方
の
締
約
国
は
、
そ
の
よ
う
な
照
会
所
の
連
絡
先
の
詳
細
を
他
方
の
締
約
国
に
提
供
す
る
。

３

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
自
国
の
手
続
に
関
す
る
協
議
を
行

い
、
及
び
承
認
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。
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第
四
条

資
格
の
承
認

一
方
の
締
約
国
は
、
特
に
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
許
可
、
免
許
又
は
資
格
証
明

を
与
え
る
た
め
の
自
国
の
関
連
す
る
基
準
の
全
部
又
は
一
部
を
適
用
す
る
上
で
、
自
国
の
領
域
内
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
専

門
機
関
に
対
し
、
特
に
同
等
性
に
基
づ
い
て
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
得
ら
れ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
資
格
を
承
認
す
る
よ
う

奨
励
す
る
。


